
研修エントリー制度実施要綱 

 

（趣 旨） 

第１条 この要綱は、社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団（以下「事業団」という。）の研

修エントリー制度の実施に際し必要な事項を定めるものとする。 

 

（目 的） 

第２条 研修エントリー制度は、職員のスキルアップにつながる研修体制を整備し、取組み

を支援することで、職員自らが研修を計画し、能力・生産性の向上を図ること目的とする。 

 

（研修管理者）  

第３条 役割等級が L３以上の各事業所の管理者は、研修管理者として所属職員の勤務体制

を十分考慮し、所属職員が平等に研修を受けられるよう努めなければならない。 

 

（職場研修の種別） 

第４条 研修エントリー制度における研修の種別は、次のとおりとする。 

（１）  e ラーニング研修  

  ア 専門別研修 

 イ ヒューマンスキル研修 

 ウ その他の研修管理者が必要と認める研修 

（２） 外部研修 

法人が設定する推奨スキルの習得に有効であるとして、外部で実施される研修に対

し、制度の適用を認める研修 

 

（対象者） 

第５条 対象者は、事業団に所属するⅡ種・Ⅲ種・Ⅳ種職員のうち、L１・L２・L３・L４・

L５の役割に該当する職員とし、対象者が研修を計画し、研修受講申請書の提出を行うこ

とで、法人指定研修の受講者（以下「研修エントリー者」という。）として認定する。 

 

（研修受講ポイントの付与） 

第６条 職員自らが計画的に研修に取り組むことにより、能力の向上・生産性の向上につな

がるという観点から、研修エントリー者の取組みを研修受講ポイントの付与で評価する

ものとする。 

２ 研修受講ポイントは別表に定める研修項目の１つの項目につき５ポイントとする。 

 

（研修受講ポイントの期限） 



第７条 研修受講ポイントとして年度内に保有できるポイント数は３０ポイントを上限と

し、年度を超えて保有することはできない。 

２ 研修受講ポイントは、年度途中の役割変更があった場合、その職員の属する役割等級に

応じて、保有の可否を決定する。 

 

（能力基準基本給加算への反映） 

第８条 当該年度末に研修受講ポイントの集計を行い、当該年度内の累計ポイントが３０

ポイントに到達することにより、種別・役割に応じた能力基準基本給を加算するものとす

る。 

２ 能力基準基本給で加算する月額ピッチは、OJT 及び OFF-JT に記載する額の合算額とす

る。 

３ 能力基準基本給加算の改定は，その職員の属する等級における加算額の範囲で決定す

る。 

 

（研修の実施方法等） 

第９条  研修エントリー制度による研修（以下「法人指定研修」という。）は、指定勤務時

間内で行わなければならない。 

２ 法人指定研修の科目・実施内容は別表のとおりとし、法人ホームページで公開する。 

３ 法人指定研修の修正や追加については、その都度法人ホームページで告知を行う。 

 

（法人指定研修の受講申請） 

第１０条 法人指定研修の受講にあたり、研修エントリー者は、受講１か月前までに研修エ

ントリー申請書（様式第１号）に記載し、研修管理者へ提出しなければならない。 

２ 研修管理者は研修エントリー申請書を月ごとに取りまとめ、毎月２５日までに法人事

務局総務課に提出しなければならない。 

 

（法人指定研修の申請受付） 

第１１条 法人事務局長は、前条第２項の規定により提出を受けた申請書に基づき、研修エ

ントリーを承認するものとする。 

２ 研修エントリー制度の受付けについては、当該年度の２月２５日で終了する。 

 

（法人指定研修の報告） 

第１２条 研修エントリー者は、法人指定研修受講後２週間以内に、研修報告書（様式第２

号）に記載し、研修管理者に報告しなければならない。 

 

（法人指定研修実施結果の報告）  



第１３条 研修管理者は、研修報告書を月ごとに取りまとめ、翌月の５日までに法人事務局

長に報告しなければならない。 

２ 研修管理者は、当該年度の受講履歴を取りまとめ、３月１５日までに法人事務局総務課

に報告しなければならない。 

 

（その他） 

第１４条 本要綱に定めのない事項については、法人事務局長が別に定めるものとする。 

 

 附 則 

（施行日） 

１ この要綱は、令和３年１１月１０日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 令和３年度の研修エントリー制度については、以下のとおり取り扱うものとする。 

（１） 第６条第２項に定める研修受講ポイントは、１つの項目につき１０ポイントとす

る。 

（２） 第１０条に定める法人指定研修の受講申請については、別途通知によるものとす

る。  


